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【概要】 
 今般、以下の理由により、保安規定の変更認可を申請 

・専ら廃止措置に必要な主要装置として計画していたセメント混練固化装

置の詳細設計が完了し、廃止措置計画の変更認可申請を行うことから、

主要な仕様を性能維持施設の表に反映 
・廃止措置計画において導入することとしている原子炉補機冷却系の代

替冷却装置の詳細設計が完了し、廃止措置計画の変更認可申請を行う

ことから、対象となる機器を性能維持施設の表に追記 
・既存の空気圧縮機の経年劣化に伴い、ユニット型空気圧縮機を代替とし

て導入する廃止措置計画の変更認可申請を行うことから、性能維持施

設の表に追記 
・環境監視に係る線量当量率等の測定に用いる放射線測定器において、

既存の測定装置の生産が終了したことから、これに代わる測定装置を放

射線計測器の表に反映 
・規則名称等の変更を反映 

(申請日：令和 3 年 9 月 3 日) 

案 

資料‐２



1 

1.はじめに 

新型転換炉原型炉施設(ふげん)の原子炉施設保安規定は、昭和 52 年 11 月 25 日に原子

炉への重水装荷及び運転開始に備えるため原子炉施設の保安に必要な事項を定め、認可を

受けた。その後法人統合に伴う変更や新検査制度への移行等を契機に、適宜変更し、認可を

取得してきており、直近では令和 3 年 1 月 6 日に現状の保安規定の変更認可を取得している。 
今般、セメント混練固化装置の主要な仕様を性能維持施設として反映する等の理由により、

廃止措置計画の変更認可を令和 3 年 9 月 3 日に申請したことから、これにあわせ保安規定の

変更認可についても申請した。 
 
2.保安規定の変更について 

2.1 変更の理由 

以下の理由により、保安規定の一部を変更する。 
・専ら廃止措置に必要な主要装置として計画していたセメント混練固化装置の詳細設計が

完了し、廃止措置計画の変更認可申請を行うことから、主要な仕様を性能維持施設の表

に反映 
・廃止措置計画において導入することとしている原子炉補機冷却系の代替冷却装置の詳細

設計が完了し、廃止措置計画の変更認可申請を行うことから、対象となる機器を性能維持

施設の表に追記 
・既存の空気圧縮機の経年劣化に伴い、ユニット型空気圧縮機を代替として導入する廃止

措置計画の変更認可申請を行うことから、性能維持施設の表に追記 
・環境監視に係る線量当量率等の測定に用いる放射線測定器において、既存の測定装置

の生産が終了したことから、これに代わる測定装置を放射線計測器の表に反映 
・規則名称等の変更を反映 

 
2.2 変更の概要 

2.2.1 セメント混練固化装置の仕様の反映 

(1)作成の方針 

廃止措置計画変更認可申請に伴い、セメント混練固化装置の主要な仕様を廃止措置

計画の表 6-1 に反映することから、保安規定別表第４においても反映する。 

(2)認可申請書の記載内容 

別表第４に、性能維持施設の主要な仕様を記載した。 
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2.2.2 原子炉補機冷却系の代替冷却対象機器の追加記載 

(1)作成の方針 

廃止措置計画変更認可申請に伴い、原子炉補機冷却系の代替冷却装置に係る冷却

塔及び冷却水循環装置を設置する計画を廃止措置計画の表 6-1 の備考欄に反映するこ

とから、保安規定別表第４において対象となる機器を記載する。 
(2)認可申請書の記載内容 

別表第４の維持すべき期間に、代替冷却の対象となる機器を記載した。 
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建
屋

内

　
・
種

類
：
横

置
両

吸
込

渦
巻

ポ
ン

プ

　
・
容

量
：
1
,2

4
8
ｍ

3
/
ｈ

除
熱

機
能

・
運

転
量

が
基

準
値

を
満

足
し

，
各

部
の

運

転
状

態
に

異
常

の
な

い
こ

と

系
統

の
運

転
状

態
の

確
認

に
よ

り
機

能

を
維

持
す

る
1
年

に
1
回

設
備

ご
と

の
代

替
冷

却
装

置
の

供
用

開
始

ま
で

（
蒸

発
濃

縮
装

置
濃

縮
器

復
水

器
，

中
央

制
御

室
換

気
系

,床
ド

レ
ン

収
集

ポ
ン

プ
,廃

液
収

集
ポ

ン
プ

及
び

プ
ー

ル
水

冷
却

浄
化

系
循

環
ポ

ン
プ

が
該

当
）

そ
の

他
原

子
炉

の

附
属

施
設

・
放

射
性

物
質

が
漏

え
い

す
る

よ
う
な

有
意

な
損

傷
が

な
い

状
態

で
あ

る
こ

と

・
放

射
線

障
害

の
防

止
に

影
響

す
る

よ
う
な

有
意

な
損

傷
が

な
い

状
態

で
あ

る
こ

と

屋
外

管
理

用
の

主
要

な

設
備

放
射

線
管

理
施

設

原
子

炉
建

屋
の

管
理

区
域

の
解

除
完

了
ま

で
（
原

子
炉

建
屋

解

体
に

準
ず

る
）

構
造

設
備

，
維

持
台

数
，

位
置

，
構

造
等

要
求

さ
れ

る
機

能
性

　
能

施
設

区
分

設
備

等
の

区
分

設
備

（
建

屋
）
名

称

原
子

炉
格

納
施

設

点
検

計
画

＊
1

(別
表

第
４

よ
り

抜
粋

) 

原
子

炉
補

機
冷

却
水

ポ
ン

プ
 

設
備

ご
と

の
代

替
冷

却
設

備
の

供
用

開
始

ま
で

 

設
備

ご
と

の
代

替
冷

却
装

置
の

供
用

開
始

ま
で

 

（
蒸

発
濃

縮
装

置
濃

縮
器

復
水

器
，

中
央

制
御

室
換

気
系

,床
ド

レ
ン

収
集

ポ
ン

プ
,廃

液
収

集

ポ
ン

プ
及

び
プ

ー
ル

水
冷

却
浄

化
系

循
環

ポ
ン

プ
が

該
当

） 
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2.2.3 ユニット型空気圧縮機の追加記載 

(1)作成の方針 

廃止措置計画変更認可申請に伴い、ユニット型空気圧縮機の仕様等を廃止措置計画

の表 6-1 に追加することから、保安規定別表第４においても反映する。 

(2)認可申請書の記載内容 

別表第４に、性能維持施設の主要な仕様を追加した。 

 

機
能

維
持

の
方

法
頻

度
維

持
す

べ
き

期
間

＊
2

非
常

用
電

源
設

備
蓄

電
池

所
内

用

蓄
電

池
 一

式

　
・
基

数
：
2
基

　
・
位

置
：
原

子
炉

補
助

建
屋

内

　
・
種

類
：
ク

ラ
ッ

ド
式

エ
ボ

ナ
イ

ト
槽

密
封

形

　
・
容

量
：
2
,5

0
0
A

H
(1

0
時

間
率

)

　
・
電

圧
：
1
1
5
V

電
源

供
給

機
能

・
交

流
電

源
喪

失
時

，
蓄

電
池

側
に

正
常

に

切
り

替
わ

る
こ

と

通
常

時
，

停
電

時
の

充
電

状
態

の
確

認

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

1
年

に
1
回

各
建

屋
及

び
構

築
物

の
汚

染
の

除
去

工
事

完
了

ま
で

―
非

常
用

照
明

設
備

―

非
常

用
照

明

　
・
基

数
：
一

式

　
・
位

置
：
建

屋
全

域

照
明

機
能

・
商

業
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

に
非

常
用

照

明
が

点
灯

で
き

る
状

態
で

あ
る

こ
と

通
常

状
態

の
確

認
に

よ
り

機
能

を
維

持

す
る

1
年

に
1
回

各
建

屋
及

び
構

築
物

解
体

工
事

着
手

ま
で

自
動

火
災

報
知

設
備

　
・
基

数
：
一

式

  
・
位

置
:建

屋
全

域

報
知

機
能

各
建

屋
及

び
構

築
物

解
体

工
事

着
手

ま
で

水
消

火
設

備

　
・
基

数
：
一

式

  
・
位

置
:建

屋
全

域

消
火

機
能

各
建

屋
及

び
構

築
物

解
体

工
事

着
手

ま
で

泡
消

火
設

備

　
・
基

数
：
一

式

  
・
位

置
:建

屋
全

域

消
火

機
能

軽
油

タ
ン

ク
の

供
用

が
終

了
す

る

ま
で

不
活

性
ガ

ス
消

火
設

備

（
炭

酸
ガ

ス
消

火
設

備
）

　
・
基

数
：
一

式

  
・
位

置
:建

屋
全

域

消
火

機
能

当
該

設
備

の
消

火
対

象
物

撤
去

完
了

ま
で

可
搬

式
消

火
器

  
・
基

数
:一

式

  
・
位

置
:建

屋
全

域

初
期

消
火

機
能

各
建

屋
及

び
構

築
物

解
体

工
事

着
手

ま
で

－

空
気

圧
縮

機

 ・
基

数
:一

式

 ・
位

置
：
タ

ー
ビ

ン
建

屋
内

 ・
容

量
：
1
1
.5

m
3
/
m

in

圧
縮

空
気

の
供

給
機

能

・
設

備
の

運
転

に
異

常
が

な
い

状
態

で
あ

る

こ
と

系
統

の
運

転
状

態
の

確
認

に
よ

り
機

能

を
維

持
す

る
1
年

に
1
回

ユ
ニ

ッ
ト
型

空
気

圧
縮

機
の

供
用

開
始

ま
で

－

ユ
ニ

ッ
ト
型

空
気

圧
縮

機

 ・
基

数
:一

式

 ・
位

置
：
屋

外
 空

気
圧

縮
機

小
屋

 ・
容

量
：
1
3
.2

m
3
/
m

in

圧
縮

空
気

の
供

給
機

能

・
設

備
の

運
転

に
異

常
が

な
い

状
態

で
あ

る

こ
と

系
統

の
運

転
状

態
の

確
認

に
よ

り
機

能

を
維

持
す

る
1
年

に
1
回

換
気

設
備

解
体

撤
去

工
事

着
手

ま
で

蒸
気

放
出

プ
ー

ル
－

蒸
気

放
出

プ
ー

ル

　
・
基

数
：
一

式

　
・
位

置
：
原

子
炉

建
屋

内

遮
へ

い
機

能
・
放

射
性

廃
棄

物
が

漏
え

い
し

難
い

構
造

で

あ
る

こ
と

外
観

点
検

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

1
年

に
1
回

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
蒸

気
放

出
プ

ー
ル

か
ら

の
搬

出
完

了
ま

で

使
用

済
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

－

使
用

済
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

　
・
基

数
：
一

式

　
・
位

置
：
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

建
屋

内

遮
へ

い
機

能
・
放

射
性

廃
棄

物
が

漏
え

い
し

難
い

構
造

で

あ
る

こ
と

外
観

点
検

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

1
年

に
1
回

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
使

用
済

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
か

ら
の

搬
出

完
了

ま
で

－
ク

レ
ー

ン
設

備
－

ク
レ

ー
ン

設
備

　
・
基

数
：
一

式
吊

上
げ

・
運

搬
機

能

・
装

置
の

運
転

状
態

に
異

常
の

な
い

こ
と

・
停

止
機

能
，

ブ
レ

ー
キ

が
正

常
に

動
作

す

る
こ

と

各
建

屋
及

び
構

築
物

の
汚

染
の

除
去

工
事

完
了

ま
で

圧
縮

空
気

系
設

備

・
早

期
の

消
火

を
行

え
る

こ
と

そ
の

他
原

子
炉

の

附
属

施
設

主
要

な
施

設

―
消

火
設

備

　

発
電

所
補

助
系

設
備

施
設

区
分

設
備

等
の

区
分

設
備

（
建

屋
）
名

称
設

備
，

維
持

台
数

，
位

置
，

構
造

等
要

求
さ

れ
る

機
能

性
　

能
点

検
計

画
＊
1

消
防

法
に

基
づ

く
点

検
に

よ
り

機
能

を
維

持
す

る

労
働

安
全

衛
生

法
に

基
づ

く
点

検
に

よ
り

機
能

を
維

持
す

る

固
体

廃
棄

物
の

保
管

設

備

(別
表

第
４

よ
り

抜
粋

) 

換
気

設
備

解
体

撤
去

工
事

着
手

ま
で

 

換
気

設
備

解
体

撤
去

工
事

着
手

ま
で

 
圧

縮
空

気
設

備
 

ユ
ニ

ッ
ト
型

空
気

圧
縮

機
 

・
基

数
：
一

式
 

・
位

置
：
屋

外
 

空
気

圧
縮

機
小

屋
 

・
容

量
：
1
3
.2

m
3
/
m

in
 

圧
縮

空
気

の
供

給
機

能
 

設
備

の
運

転
に

異
常

が
な

い
状

態
で

あ
る

こ
と

 
１

年
に

１
回

 

系
統

の
運

転
状

態
の

確
認

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

 

ユ
ニ

ッ
ト
型

空
気

圧
縮

機
の

供
用

開
始

ま
で
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2.2.4 環境監視用放射線監視設備に係る線量計測定装置の仕様の変更 

(1)作成の方針 

環境監視に係る線量当量率等の測定に用いる放射線測定器である熱ルミネセンス線量

計測定装置の生産が終了したことから、これまで並行して比較運用してきており、性能に

問題のないことを確認した測定装置を放射線計測器の表に反映する。 

(2)認可申請書の記載内容 

別表第３に、主要な仕様を記載した。 

 

機
能

維
持

の
方

法
頻

度
維

持
す

べ
き

期
間

放
出

管
理

用
放

射
線

監
視

設
備

（
別

表
４

に
含

ま
れ

る
）

分
析

用
放

射
線

測
定

装
置

測
定

用
機

器
（

放
射

性
液

体
廃

棄
物

管
理

及
び

放
射

性
気

体
廃

棄
物

管
理

）
・

G
e
半

導
体

検
出

装
置

：
１

台
・

液
体

シ
ン

チ
レ

ー
シ

ョ
ン

計
測

装
置

：
１

台

測
定

機
能

点
検

・
校

正
に

よ
り

機
能

を
維

持
す

る
１

年
に

１
回

各
建

屋
及

び
構

築
物

の
汚

染
の

除
去

工
事

完
了

ま
で

放
射

線
管

理
用

放
射

線
監

視
設

備
（

別
表

４
に

含
ま

れ
る

）

携
帯

用
及

び
半

固
定

放
射

線
検

出
器

放
射

線
測

定
器

・
体

表
面

モ
ニ

タ
：

２
台

・
γ

線
用

線
量

当
量

率
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

：
1
0
台

以
上

・
放

射
性

汚
染

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
：

1
0
台

以
上

・
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
シ

ン
チ

レ
ー

シ
ョ

ン
計

数
装

置
：

１
台

・
Z
n
S
(
A
g
）

シ
ン

チ
レ

ー
シ

ョ
ン

計
数

装
置

：
１

台
・

液
体

シ
ン

チ
レ

ー
シ

ョ
ン

計
測

装
置

：
１

台
・

中
性

子
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

：
１

台
・

個
人

線
量

測
定

装
置

：
1
台

測
定

機
能

点
検

・
校

正
に

よ
り

機
能

を
維

持
す

る
１

年
に

１
回

管
理

区
域

の
解

除
完

了
ま

で

放
射

能
観

測
車

（
無

線
装

置
付

）
（

別
表

４
に

含
ま

れ
る

）

－
車

載
放

射
線

測
定

器
・

空
間

線
量

率
計

：
１

台
監

視
機

能
点

検
・

校
正

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

１
年

に
１

回
使

用
済

燃
料

の
施

設
外

へ
の

搬
出

完
了

ま
で

分
析

用
放

射
線

測
定

装
置

・
G
e
半

導
体

検
出

装
置

：
１

台
測

定
機

能
点

検
・

校
正

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

１
年

に
１

回
各

建
屋

及
び

構
築

物
の

汚
染

の
除

去
工

事
完

了
ま

で

携
帯

用
及

び
半

固
定

放
射

線
検

出
器

・
積

算
型

線
量

計
測

定
装

置
：

１
台

測
定

機
能

点
検

・
校

正
に

よ
り

機
能

を
維

持
す

る
１

年
に

１
回

管
理

区
域

の
解

除
完

了
ま

で

廃
棄

物
管

理
用

－
－

・
放

射
線

測
定

装
置

（
ク

リ
ア

ラ
ン

ス
モ

ニ
タ

）
：

１
台

測
定

機
能

点
検

・
校

正
に

よ
り

機
能

を
維

持
す

る
１

年
に

１
回

放
射

能
濃

度
確

認
対

象
物

の
放

射
能

濃
度

の
確

認
完

了
ま

で

点
検

計
画

環
境

監
視

用

放
射

線
監

視
設

備

　

用
途

設
備

（
建

屋
）

名
称

維
持

す
べ

き
仕

様
・

性
能

要
求

さ
れ

る
機

能

(別
表

第
３

よ
り

抜
粋

) 

熱
ル

ミ
ネ

セ
ン

ス
線

量
計

測
定

装
置

：
１

台
 

積
算

型
線

量
計

測
定

装
置

：
１

台
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2.2.5 規則名称等の変更反映 

(1)作成の方針 

今般の変更認可申請に合せて、規則の名称変更との整合及び記載の統一等を図る。 
(2)認可申請書の記載内容 

    第５条 
     ➢ 「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規

則」 

  ↓ 

「品質管理基準規則」（正式名称の記載の次に略称名を規定し、以降略称名にて記

載） 
    第８条 
     ➢ 「研究開発段階炉規則」 

          ↓ 

「研究開発段階発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」（略称名による記載の

前に正式名称を記載） 
    第 23 条及び第２３条の３ 
     ➢ 「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」 

           ↓ 

「研開炉技術基準規則」（正式名称の記載の次に略称名を規定し、以降略称名にて

記載） 
    第３１条の２ 
     ➢ 「製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性

物質の放射能濃度についての確認等に関する規則」 
           ↓ 

「工場等において用いた資材その他に物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放

射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する

規則」（規則名称の変更） 
    第５６条の２及び第６６条 
     ➢ 「原子力災害対策特別措置法」 
           ↓ 

「原災法」（正式名称の記載の次に略称名を規定し、以降略称名にて記載） 
    第６０条 
     ➢ 「・・・非常事態であり，又は非常事態に発展する・・・」 
           ↓ 

「・・・非常事態である場合又は非常事態に発展する・・・」（表現の適正化） 

    別表第４（7/11）【海水系における維持すべき期間の記載】 
     ➢ 「原子炉補機冷却系の設備ごとの代替冷却設備の供用開始まで」 

       ↓ 
「原子炉補機冷却系の設備ごとの代替冷却装置の供用開始まで」（記載の統一） 

以上 


